
新潟県のふるさと納税返礼品提供事業者を
募集しています！

県内の各産業が有する課題に応じたDXの推進を図ります。

行政サービスの利便性向上を図るため、暮らしや行政のDXを強力に推進します。 な
ど

新型コロナウイルス感染症対策等応援基金に充当し、医療従事者をはじめとする
方々の活動を支えるとともに、感染症を含む様々な危機に強い県民生活及び事業等
の環境整備に向けて取り組みます。

提 出 先：〒950-8570 新潟市中央区新光町４番地１
新潟県知事政策局 地域政策課

TEL：025-280-5096 FAX：025-280-5227
e-mail：ngt000200@pref.niigata.lg.jp

提出方法：郵送、FAX、電子メールのいずれか

新潟県では、返礼品の提供を通して、多くの方に本県の魅力を知っていただくとともに
県内産業の活性化や県産品のブランド力向上、交流人口の拡大につなげるため

ふるさと納税返礼品の提供事業者を募集しています。

募集要領（概要）

・ 新潟県内に事業所がある法人、その他の団体等又は個人事業主であること

・ 返礼品の提供や品質管理等について責任ある対応ができること

・ 県税等の滞納がないこと

・ 暴力団又は暴力団員と関係を有しないこと 等

返礼品提供
事業者の要件

返礼品の要件
（例）

・ 県内で生産されたもの

（農水産物、工芸品、日用品等）

・ 製造・加工等の工程のうち、主要な部分を県内で行ったもの

（加工食品等）

・ 県内で提供されるサービス

（宿泊、飲食、体験サービス等）

※１事業者につき登録できる返礼品は20品まで

※詳細は裏面及び募集要領をご覧ください

申込の流れ

※ 募集要件の詳細については、事前に「ふるさと新潟応援寄附金返礼品提供事業者募集要領」を必ずご確認ください。

① 新潟県ホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、

添付書類(納税証明書や会社パンフレット等)とともに裏面に記載の窓口に提

出してください。（郵送、FAX、電子メールでも申請可能です）

② 募集要領に定める要件に該当するか審査を行い、結果を通知します。

③ (株)JTB及び(株)さとふる(県のふるさと納税業務受託事業者）を通して

各サイトへの返礼品の登録を行います。

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/chiikiseisaku/furusato.html

募集要領の確認及び申請書等のダウンロードはこちらから

● 12サイトを通して、全国に返礼品をＰＲでき、販路拡大につながります！

● ウェブサイトへの登録・出品・発送等にかかる費用は不要です

（手数料を含め、事業者の負担はありません）

● サイトへの返礼品の登録等は、県の委託事業者がサポートします！

ふるさと納税に

参加するメリット

例えば、こんなものも！

アプリ NFT アウトドア体験

新潟県庁 ふるさと納税 検索



下記すべてに該当する商品・サービス等 • 戸田市内で生産されたもの • 返礼品の原材料の主要な
部分が戸田市内で生産されたもの • 返礼品の製造、加工等の工程のうち、主要な部分を戸田市内
で行っているもの • 戸田市の広報の目的で生産されたオリジナルグッズ等で、その特徴から戸田市

の独自の返礼品であることが明白なもの • 戸田市内で提供されるサービス

運用のしくみ

下記すべてに該当する商品・サービス等 • 戸田市内で生産されたもの • 返礼品の原材料の主要な
部分が戸田市内で生産されたもの • 返礼品の製造、加工等の工程のうち、主要な部分を戸田市内
で行っているもの • 戸田市の広報の目的で生産されたオリジナルグッズ等で、その特徴から戸田

市の独自の返礼品であることが明白なもの • 戸田市内で提供されるサービス

返礼品の要件（詳細）

対象となる返礼品は、下記①～⑦のすべてに該当する必要があります。

① 総務省が定める地場産品基準のいずれかに該当するもの

【地場産品基準】（主なものを抜粋）
• 新潟県内で生産されたもの
• 新潟県内で返礼品の原材料の主要な部分が生産されたもの
• 新潟県内で返礼品の製造、加工等の工程のうち、主要な部分を新潟県内で行うことにより、

相応の付加価値が生じているもの
• 新潟県の広報の目的で生産されたオリジナルグッズ等で、その特徴から新潟県の独自の返礼

品であることが明白なもの
• 新潟県内で提供されるサービス

② 既に新潟県の返礼品として提供しているものと重複していないこと
（ただし、セット品にするなど、提供形態を変える場合は可）

③ 新潟県のＰＲ、地域ブランドの向上、産業振興に寄与する要素を持つもの
④ 品質及び数量において、安定供給が見込めるものであること。ただし、あらかじめ期間や

数量を示して提供するものについてはこの限りでない
⑤ 飲食物の場合、発送日から賞味期限までに適切な期間を有していること。ただし、生鮮食料

品（鮮度の高さが要求されるもの）についてはこの限りでない
⑥ 商品情報の開示が可能であること
⑦ 食品表示法、健康増進法、景品表示法及びその他の各種法律等を遵守していること

※ １事業者が登録できる返礼品は20品目までです。
※ 登録後最初の基準日(８月１日)から１年間寄附者から選ばれなかった返礼品は、登録を取り下げさせていただきます。

下記すべてに該当する商品・サービス等 • 戸田市内で生産されたもの • 返礼品の原材料の主要な
部分が戸田市内で生産されたもの • 返礼品の製造、加工等の工程のうち、主要な部分を戸田市内
で行っているもの • 戸田市の広報の目的で生産されたオリジナルグッズ等で、その特徴から戸田

市の独自の返礼品であることが明白なもの • 戸田市内で提供されるサービス

運用のしくみ

ふるさと納税
業務受託事業者

新潟県

返礼品提供事業者

寄附者

①寄附
②返礼品選択

③返礼品発送依頼

⑥返礼品代支払い
⑤返礼品代請求

⑦返礼品代請求

⑧返礼品代支払い

④返礼品発送
※発送伝票は、運送会社の

システムにより発行

返礼品の採用

新潟県では、ふるさと納税業務を(株)ＪＴＢ及び(株)さとふるに委託しています。
返礼品の採用後、同社と返礼品の取扱い等に係る契約を結んでいただきます。
ふるさと納税ウェブサイトへの掲載、寄附受付後の発注・支払等については、
同社を通じて行います。

(JTB、さとふる)

申請書の提出
お問い合わせ先

新潟県庁 知事政策局 地域政策課 連携調整班

住所：〒950-8570 新潟市中央区新光町４番地１
TEL ：025-280-5096 FAX：025-280-5227
E-mail：ngt000200@pref.niigata.lg.jp

不明な点は、

お気軽にお問い合わせ

ください！

返礼品の
取扱いに
係る契約


